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（開示事項の経過）新規業務の認可取得について 

 

株式会社かんぽ生命保険（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 植平光彦）は、郵政民営

化法（平成 17 年法律第 97 号）第 138条第１項の規定に基づき、金融庁長官及び総務大臣に対し、

2018年 10月 16 日に新たな保険の引受けを内容とする新規業務の認可申請を行い、本日、金融庁

長官及び総務大臣から認可を取得しました。 

上記の新たな保険の引受けについては、来年４月以降の開始を予定しています。 

なお、新規業務の概要は別紙のとおりです。 

 

以上



（別紙） 

 

新規業務の概要（新たな保険の引受け） 

 

１ 引受基準を緩和し、保障内容を変更した普通終身保険、特別終身保険及び普通

養老保険 

以下の(1)の保険商品の種類について、引受基準を緩和し、(2)の保障内容の変

更を行った保険を引き受けることとします。なお、この保険には(3)の特約を付加

することができます。 

(1) 対象とする保険商品の種類 

普通終身保険（定額型に限り、低解約返戻金型を含みます。以下同じとしま

す。）、特別終身保険（低解約返戻金型を含みます。以下同じとします。）及び普

通養老保険 

(2) 保障内容の変更 

① 重度障害による保険金及び重度障害による保険料の払込免除は取り扱いま

せん。 

② 死亡保険金の支払額は、契約日から起算して１年以内に死亡した場合、基

準保険金額の50％に相当する金額とします。 

(3) 付加できる特約 

引受基準を緩和し、保障内容等を変更した総合医療特約（以下の２の特約） 

 

２ 引受基準を緩和し、保障内容等を変更した総合医療特約 

以下の(1)の特約の種類について、引受基準を緩和し、(2)の保障内容の変更を

行い、(3)の範囲で保険金額の設定ができる特約を引き受けることとします。 

(1) 対象とする特約の種類 

無配当総合医療特約（解約返戻金低減型）、無配当総合医療特約（無解約返戻

金型）及び無配当総合医療特約 

(2) 保障内容の変更 

① 入院保険金、入院初期保険金、手術保険金、放射線治療保険金の支払額は、

契約日から起算して１年以内に支払事由が発生した場合、特約基準保険金額

を50％に削減して計算した金額とします。 

② 入院中に受けた手術の手術保険金の支払額は、入院保険金日額の10倍とし

ます。 



(3) 保険金額設定の範囲 

① 引受基準緩和型無配当総合医療特約（解約返戻金低減型）及び引受基準緩

和型無配当総合医療特約（無解約返戻金型）の基本契約の保険金額に対する

特約の保険金額の割合 

ア この特約を付加する基本契約の加入年齢及び保険料払込済年齢が、５倍

型終身保険に加入できる加入年齢及び保険料払込済年齢の範囲内であると

きは、この特約の保険金額はその基本契約の保険金額の５倍以下とします。 

イ この特約を付加する基本契約の加入年齢及び保険料払込済年齢が、２倍

型終身保険に加入できる加入年齢及び保険料払込済年齢の範囲内であると

き（前アの場合を除きます。）は、この特約の保険金額はその基本契約の保

険金額の２倍以下とします。 

ウ 前ア、イのいずれにも該当しないときは、この特約の保険金額はこの特

約を付加する基本契約の保険金額以下とします。 

② 引受基準緩和型無配当総合医療特約の基本契約の保険金額に対する特約の

保険金額の割合 

ア この特約を付加する基本契約の加入年齢及び保険期間の終期が、５倍型

特別養老保険に加入できる加入年齢及び保険期間の終期の範囲内であると

きは、この特約の保険金額はその基本契約の保険金額の５倍以下とします。 

イ この特約を付加する基本契約の加入年齢及び保険期間の終期が、２倍型

特別養老保険に加入できる加入年齢及び保険期間の終期の範囲内であると

き（前アの場合を除きます。）は、この特約の保険金額はその基本契約の保

険金額の２倍以下とします。 

ウ 前ア、イのいずれにも該当しないときは、この特約の保険金額はこの特

約を付加する基本契約の保険金額以下とします。 



≪補足１≫ 基本契約の保険金額に対する特約の保険金額の割合のイメージ 

 引受基準緩和型無配当総合医療特約（解約返戻金低減型）及び引受基準緩和型

無配当総合医療特約（無解約返戻金型）【上記(3)①】 

      

     

         

 

 

 引受基準緩和型無配当総合医療特約【上記(3)②】 

※保険期間10年の場合 

       

      

        

 

 

 

≪補足２≫ 基本契約の保険金額に対する特約の保険金額を５倍とした例 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 歳 45 歳   50 歳   55 歳   60 歳   65 歳   70 歳   75 歳   80 歳   85 歳 

5 倍 

40 歳   45 歳   50 歳   55 歳   60 歳   65 歳   70 歳   75 歳   80 歳 

5 倍 

2 倍 

1 倍 

（加入年齢） 

（加入年齢） 

（割合） 

200 万円 

 
1,000 万円 
入院保険金 

日額 15,000 円 

 
1,000 万円 
入院保険金 

日額 15,000 円 

200 万円 引受基準緩和型 
普通終身保険 

引受基準緩和型 
無配当総合医療特約 
（解約返戻金低減型） 

 

引受基準緩和型 
普通養老保険 

引受基準緩和型 
無配当総合医療特約 

200 
万円 

満期 
保険金 

保険期間 保険料払込期間 

例１：終身保険 
 

例２：養老保険 
 

生
涯
保
障 

1 倍 

2 倍 

（割合） 



３ 先進医療特約 

  以下の特約を引き受けることとします。 

(1) 特約の種類 

無配当先進医療特約（無解約返戻金型） 

(2) 保障内容 

先進医療保険金 

被保険者が公的医療保険制度における先進医療による療養を受けたときに、

先進医療にかかる技術料と同額を支払います。なお、先進医療にかかる技術料

が１万円未満の場合は１万円を支払います。 

(3) 保険期間 

10年とします。満了時に自動更新し、保険期間の上限は被保険者の年齢が 95

歳に達する日の前日までとします。 

(4) 保険料払込期間 

全保険期間とします。 

(5) 保険金額 

特約保険金額は、一律 300万円（支払限度額）とします。 

(6) 危険選択の方法 

被保険者の健康状態の告知を要します。 

(7) 保険料払込方法 

① 保険料払込方法（回数） 

分割払とします。 

② 先進医療特約のみ払い込むべき特約保険料があるときは、保険料払込期間

の終期までの期間分の特約保険料について、一括して前納することを要しま

す。 

(8) 返戻金・配当金 

返戻金・配当金はありません。 

(9) 保険料 

性・年齢別の保険料設定とします。 

以上 


